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◆平成29年度一般会計予算
　平成29年度の一般会計予算として、予算総額を469億円とすることを認め
ました。なお、常任委員会で意見が付された主な事業は次のとおりです。

施政方針と新年度当初予算との関係について	 　総務常任委員会　

意見   施政方針で示された島内循環の仕組みづくり等に関し、審査において
具体策が示されなかったが、施政方針は新年度当初予算と表裏一体で
あり、新年度予算を提案している以上、施策を推進するための具体策
が示されるべきである。行政組織が大幅に改編されることも踏まえ、
今後予算の提案にあたっては精査されたい。

補助事業の適正な執行について	 　総務常任委員会　

意見   当該予算には44億円余りの補助金が計上されているが、補助事業につ
いては平成29年１月に公表された個別外部監査契約に基づく監査結果
を踏まえ、適正に執行することを強く求める。

　　  また、新規補助事業については、予算の審査の際に新たに制定する補助
金交付要綱と併せて説明がなされるべきである。執行部においては、詳
細は予算議決後に検討するという従来の姿勢を改められるよう検討され
たい。

医療・介護・福祉の人材育成事業について	 　社会文教常任委員会　

意見   当該事業は、喫緊の課題である市内医療機関、介護高齢福祉施設及び
児童福祉施設における専門職の人材不足対策として一定の評価をする
が、部制のもと関係課連携し、更なる人材確保策を強く求める。

温泉・地域活性化支援事について	 　社会文教常任委員会　

意見   魅力的な温泉の島づくりを目的としている方向性は理解するが、計画
している支援策では具体性がない。想定している３施設以外の事業者
も支援を受けられる仕組みづくりを強く求める。

滞在型観光促進事業について	 　産業建設常任委員会　

意見   観光客の入込数の減少が著しい中、委託や補助金の事業について費用
対効果を考慮の上、事業を展開されたい。

新規就農者等受入体制整備事業について	 　産業建設常任委員会　

意見   新規就農希望者の宿泊施設整備に
ついて、運営主体及び経費を明確
にした上で事業を実施すること。
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１月19日開催  第１回（１月）臨時会の主な審議事項 
◆平成28年度佐渡市一般会計補正予算を可決しました
　一般会計予算の歳入歳出にそれぞれ１億５千500万円を追加し、予算総額を465
億６千694万円とすることを認めました。内容は、市独自の経済対策事業及び新穂潟上
温泉大規模改修事業に係る経費を予算計上するものです。なお、各委員会が次の意見を
付けました。

温泉管理運営事業について	 　社会文教常任委員会　

意見   新穂潟上温泉の大規模改修事業について、躯体の著しい腐食が見受けられるため、
今後の工期等に万全の対策を講じるよう求める。

安全・安心まちづくり事業【経済対策】について	 　産業建設常任委員会　

意見   市内の経済状況は極めて厳しい状況に置かれていることから、今回の予算規模で
は経済対策として、効果が薄いと思料する。更に、より実効性のある経済対策に
取組むよう求める。

◆佐渡市行政組織条例を制定しました
　市長の権限に属する内部組織について、平成29年度にお
いて部制の導入を主な柱とする改編を行うため佐渡市行政
組織条例を制定しました。なお、総務常任委員会が次の意
見を付けました。

意見   組織の改編により屋
おく

上
じょう

屋
おく

を重ねることになるとの懸念もあることから、地方自治
法に規定されている最少の経費で最大の効果を挙げられるよう、強く申し入れる。

１月30日開催  第２回（１月）臨時会の主な審議事項
◆�佐渡市水道事業の設置等に関する条例等の一部
を改正する条例を改正しました
　地方債を確保するための条件として簡易水道事業の継続が
必要となることから、平成28年12月定例会において議決した、
佐渡市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の施行期日を平成29年２月
１日から平成29年３月31日に改正しました。

常任委員会委員及び所管
委員会名 委員名 所管

総務 ◎山 田 伸 之　○広 瀬 大 海　渡 辺 慎 一　大 森 幸 平
　中 川 直 美　　中 川 隆 一　竹 内 道 廣　岩 﨑 隆 寿

総務部・企画財政部・議会事務局・ 
会計課・選挙管理委員会・監査委員・ 
固定資産評価審査委員会・消防本部

社会
文教

◎駒 形 信 雄　○宇治沙耶花　北 啓　荒 井 眞 理
　髙 野 庄 嗣　　祝 　 優 雄　金 田 淳 一

市民福祉部・両津病院・相川病院・ 
教育委員会

産業
建設

◎坂 下 善 英　○室 岡 啓 史　上 杉 育 子　中 村 良 夫
　佐 藤 　 孝　　猪 股 文 彦　近 藤 和 義 産業観光部・建設部・農業委員会

◎委員長　○副委員長


